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東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費調査要領の取扱いについて 

の一部改正について 

 

  

 平成23年６月23日財計第1842号の「東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費調査要領」

について、別紙のとおり取扱うこととしたので、貴管下水道事業者等に対しこの旨周知され

たく通知する。 

 

 

 







（改正後全文） 

 

東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費 

調査要領の取扱いについて       

 

 

第１ 趣旨 

 東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費調査要領（平成 23年 6月 23日付財計第 1842

号）（以下、調査要領という。）の取扱いについては、下記によるものとする。 

 

第２ 調査の方法 

 円滑な水道事業を行うため、緊急かつ迅速に復旧しなければならない部分があり、やむを

得ず申請を分割せざるを得ない事情がある場合は、分割して申請することができる。ただし、

分割申請が必要な場合は、別途相談すること。 

 

第３ 給水装置の復旧費算出基準 

 「調査要領」第六（四）に定める、配水管から分岐して最初の止水栓までの給水の施設が

被災した場合の復旧費の算出については、別紙「給水装置の復旧単価について」の被災の程

度による類型及び口径ごとに設定する復旧単価を用いて算出することができる。 

復旧単価は、事業体ごとに、被災現地の状況を勘案した適正な復旧単価を調査のうえ設定

するものとし、設定した復旧単価を適用する場合には、復旧単価の算出根拠を整理し、事前

に厚生労働省の確認を受けること。 

 

第４ 調査前施工工事の取扱い 

 「調査要領」第十一にいう「被災写真等により被災事実を確認できるもの」には、例えば、

現場毎に工事の施工日、工事場所、工事内容を整理した工事日報等の記録及び工事を行った

場所（地区）の主な箇所の被災写真が該当する。 

 

第５ 応急復旧時の代替資材の取扱い 

 応急復旧において、被災により資材が不足し復旧に必要な資材を調達することが困難な場

合においては、必要最小限度に限り代替の資材を使用することができる。 

 

第６ 査定設計書の簡素化 

配水管路の応急復旧に係る査定設計書に添付する図面、数量計算書、写真については、応

急復旧工事の精算書等に添付された図面、数量計算書、工事写真帳を代替として用いること

ができる。 

 

第７ 応急仮工事に係る調査の方法 

 応急仮工事の申請は、当該箇所の本復旧工事と併せて申請することが原則であるが、東日

本大震災の津波被害を受けた地域又は原子力災害対策特別措置法第 28 条第 2 項の規定によ



る読替後の災害対策基本法第 63 条第 1 項に規定する警戒区域であって、被災地の都市計画

が未確定のため本復旧工事の事業計画策定に長時間を要する見込みであり、応急仮工事が終

了した場合には、応急仮工事に係る調査を申請することができる。 

 なお、この場合には、事前に相談すること。 

  



（別紙） 

 

給水装置の復旧単価について 

 

給水装置の被災の程度による類型及び口径は、以下のとおりとする。 

 

類  型 
口径① 

（φ13～25mm） 

口径② 

（φ30～50mm） 

A．サドル分水栓の継ぎ手の破損、抜け   

B．給水管の破損、継ぎ手の抜け   

C．止水栓からの漏れ、継ぎ手の破損、抜け   

D．上記 ABC の内２箇所復旧   

E．上記 ABC 全ての復旧   

 

【参考図】給水装置の主要な復旧箇所 

 

 

 

補助対象となる給水装置 
（配水管から分岐して最初の止水栓までの部分） 
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